
四運鉄公第 3号

公

伊予鉄道株式会社から、鉄道事業の旅客運賃に係る上限変更認可申請があつたので、鉄道事業

法施行規則第 72条の規定に基づき、下記のとおり公示する。

令不日8年 1月 9日

四国運輸局長  田 村  顕

1,事案の概要
事案番号 事案の件名 申請者 申請の概要

1

鉄道事業の旅客運賃

に係る上限変更認可

申請

伊予鉄道株式会社

申請年月 日 :令不日8年 1月 7日

路線 :全線 (城北線を除く)

普通旅客運賃

初乗り運賃

250円 (現行 230円 )
その他対キロ区間運賃につい

ては、5.0キロまで 20円引
き上げ、5.1キロ以遠 30円
引き上げ

路線 :城北線

普通旅客運賃

均一制運賃

250円 (現行 230円 )

※変更 しようとする旅客運賃の

種類・額については別紙参照

2.意見の聴取について
本事案に関して利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、本国から10日 以内 (郵

送の場合は消印が本日から10日 以内の日付)に、次の事項を記載した意見聴取申請書を四国

運輸局鉄道部まで提出して下さい。

(1)氏名又は名称及び住所
(2)事案の件名及び公示番号
(3)意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
(4)意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

意見の聴取の実施予定 日及び場所

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対 して、実施予定

日の 10日 前までに別途通知 します。

【問い合わせ先】四国運輸局鉄道部計画課

〒 760-0019
香川県高松市サンポー ト3-33
高松サンポー ト合同庁舎南館 3階

電話 :087-802-6755
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別紙

○変更しようとする旅客運賃の種類・額

(大人運賃の一部抜粋 )

全線 (城北線を除く)

普通旅客運賃

定期旅客運賃 (大入通勤 lヶ 月 )

営業キロ 上限運賃

キロメー トルまで 現行運賃 申請運賃

3 230円 250円
4 280円 300円
5 300円 320円
6 350円 380円
7 370円 400円
9 430円 460円
11 490円 520円
13 550円 580円
15 610円 640円
17 670円 700円
19 720円 750円
21 770円 800円
23 820円 850円
25 870円 900円

営業キロ 上限運賃

キロメー トルまで 現行運賃 申請運賃

3 6,510円 7:110円
4 9,170円 10,010円
5 11,090円 11,880円
6 13,070円 14,260円
7 13,860円 15,050円
9 16,240円 17,430円
11 18,620円 19,800円
13 20,990円 22,180円
15 23,370円 24,560円
17 25,740円 26,930円
19 27,720円 28,910円
21 29,700円 30,890円
23 31,680円 32,870円
25 33,660円 34,850円



営業キロ 上限運賃

キロメー トルまで 現行運賃 申請運賃

3 4,810円 5,250円
4 6,720円 7,330円
5 8,070円 8,640円
6 9,510円 10,370円
7 10,080円 10,950円
9 11,810円 12,680円
11 13,540円 14,400円
13 15,270円 16,130円
15 17,000円 17,860円
17 18,720円 19,590円
19 20,160円 21,030円
21 21,600円 22,470円
23 23,040円 23,910円
25 24,480円 25,350円

定期旅客運賃 (大人通学 lヶ 月 )

城北線

普通旅客運賃

定期旅客運賃 (大人通勤 lヶ 月 )

定期旅客運賃 (大人通学 lヶ 月 )
上限運賃

現行運賃 申請運賃

均一制 6,050円 6,630円

※通勤定期 (3ヶ 月、 6ヶ 月)、 通学定期 (3ヶ 月、6ヶ 月)、 小児運賃については割愛

しています。

上限運賃

現行運賃 申請運賃

均一制 230円 250円

上限運賃

現行運賃 申請運賃

均一制 8,320円 9,110円


